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かながわ筋電義手バンク
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事業の趣旨・内容

筋電義手の普及促進
※ 筋電義手とは
・腕の筋肉の収縮時に発生する微弱な電流に反応し、自

分の意思で動かすことができる義手で、強い力で物を掴む

ことができる。

・「新たな手」とも言われるが、利用には一定の訓練が必要

であり、また、小児からの訓練が望ましいといわれている。

寄附の使い途

・神奈川リハビリテーション病院が設置する筋電義手バンク

を通して、 訓練用の筋電義手等を購入
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